
一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会 

お試し会員利用規約兼誓約書 
本規約は、一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会（以下「当協議会」）が
運営する「お試し会員」制度（以下「本制度」）に関して、申込者が利用にあたり遵守すべ
き事項を定めるものです。 
 
第 1条（目的） 
本制度は、当協議会の活動に関心を有する法人が、一定期間無償で当協議会での活動を体
験し、今後の本格的な参加を検討する機会を提供することを目的とします。 
 
第 2条（参加の範囲） 
お試し会員は、次の活動に 3か月間無料で参加できます。 
1. 当協議会が提供するオンラインマッチングシステムの利用 
2. 交流会、説明会等への参加 
3. 研究インターンシップ募集・マッチングにおける支援 
4. その他、当協議会が適当と認める活動への参加 
なお、議決権は付与されません。 
 
第 3条（継続の選択） 
無料期間終了後、継続を希望する場合は、以下のいずれかを選択できます。 
（1）正会員として正式入会（別途定める入会手続・会費が必要） 
（2）システム利用料として 10 万円（税込）を支払うことにより、当該年度末まで「お試
し会員」資格を継続 
※（2）の選択肢において、研究インターンシップのマッチングが成立した場合は、マッ
チング手数料として 30万円（税込）/件を申し受けます。 
 
第 4条（遵守事項） 
申込者は、以下の事項を遵守するものとします。 
1. 本制度の利用目的は、研究インターンシップを含む人材育成・産学連携活動の検討お

よび参加に限ります。 
2. 当協議会から提供された情報は機密として取り扱い、第三者に漏洩・転用しないこ

と。 
3. システムへの虚偽登録、その他不正行為を行わないこと。 
4. 各種イベント・支援活動において、他会員・学生・大学教職員・関係者に対して誠実

に対応すること。 
5. 本制度の内容および将来的な費用負担について事前に理解し、異議を唱えないこと。 
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第 5条（退会） 
1． 無料期間中の中途退会は可能ですが、原則として年度途中の再参加は認められませ

ん。 
2． 継続後の退会は、事務局へ書面により届け出てください。 
 

本規約に同意し、上記の内容を確認のうえ、お試し会員に申込いたします。 

 

法人名： 

法人代表者名：   

 
 
住所 
 

〒 
 

担当者氏名  

所属・職名  

書類等送付先 
（上記住所と異なる場合） 

〒 
 

電話番号  

連絡用メールアドレス  

申込日 〇〇年〇〇月〇〇日 

無料お試し会員 
利用希望期間 

〇〇年〇〇月〇〇日から 3 か月間 

 

㊞ 


